
令和３年度 

第２回 帯広市地域公共交通活性化協議会 次第 

 

日時：令和３年12月23日（木）13時30分～   

場所：帯広市役所 議会棟３階 全員協議会室 

 

 １ 開 会 

 

 ２ 会長挨拶 

 

 ３ 議 事 

（１）協議事項 

  ・議案第１号 帯広市地域公共交通網形成計画の期間終了後の方針について 

  ・議案第２号 地域公共交通計画の策定について 

 

 （２）その他 

  ・モビリティ・マネジメントツール（小冊子）内容の確認について 

 

 ４ 閉 会 

 

 

《配付資料》  

  資料１ 出席者名簿 

資料２ 帯広市地域公共交通網形成計画の期間終了後の方針について 

  資料３ 地域公共交通計画の策定について 

  資料４ （参考）帯広市地域公共交通網形成計画 基本方針 

資料５ （参考）地域公共交通計画及び国庫補助金関連資料 

資料６ モビリティ・マネジメントツール（小冊子）案 

 



日時：令和３年12月23日　13時30分～

場所：帯広市役所　議会棟３階　全員協議会室

所　　　属 職　　　名 氏　　名 備　考

十勝バス株式会社
取締役執行役員
事業本部長

長沢　敏彦

北海道拓殖バス株式会社 業務部長 小森　明仁

大正交通有限会社 専務取締役 道見　誠一 代理出席

毎日交通株式会社 専務取締役 千葉　和也 欠席

十勝地区バス協会 事務局長 寺山　康浩

十勝地区ハイヤー協会 常務理事 塚本　俊二

帯広市町内会連合会（住民代表） 副会長 齊藤　雅俊

北海道運輸局　帯広運輸支局 首席運輸企画専門官 酒井　啓友

北海道地方交通運輸産業労働組合協議会
十勝地区交通運輸産業労働組合協議会

議長 久保　真司

北海道　十勝総合振興局
地域創生部　地域政策課

専門主任 片桐　広紀 代理出席

帯広開発建設部　道路計画課 課長 小林　将

帯広警察署　交通第一課 課長 桐山　知彦

帯広市　都市環境部環境室環境課 課長 西島　新一

帯広市　市民福祉部地域福祉室地域福祉課 課長補佐 宮腰　雅年 代理出席

帯広市　市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課 課長補佐 高橋　知恵美 代理出席

帯広市　経済部商業労働室商業労働課 課長 鳥本　貴敬

帯広市　経済部観光交流室観光交流課 課長 大林　健一 欠席

帯広市　学校教育部教育総務室企画総務課 課長 佐藤　克己

帯広市　都市環境部 部長 和田　亮一

【随行】

北海道運輸局　帯広運輸支局 運輸企画専門官 和田　都夢

帯広開発建設部　道路計画課 上席道路計画専門官 宮西　功喜

【事務局】

室長 篠原　祥一

課長 岡田　剛 欠席

都市施設係長 涌井　一憲

主任 屋仲　聡一郎

主任補 豊田　有

令和３年度第２回帯広市地域公共交通活性化協議会　出席者名簿

帯広市　都市環境部　都市建築室　都市政策課

資料１



帯広市地域公共交通網形成計画の期間終了後の方針について

 令和３年度末に「帯広市地域公共交通網形成計画」の計画期間が終了。

 第１回協議会（R3.8.10書面開催）において、計画期間終了後においても、帯広市における持続可能な

公共交通サービスの維持確保及び交通課題の解決に向けた施策を展開する必要があることから、事

務局案として「『帯広市地域公共交通網形成計画』に掲げる基本方針をベースとし、実施すべき施策につ
いて協議会において協議しながら取組を進める」ことを提案し、承認された。
なお、委員意見として、計画空白期間を無くすため可能であれば計画期間を１年延長することについて

提案があったことから、次回協議会までに計画期間の延長を含めて、方針を最終的に検討することとし

た。

 11月30日に開催された「十勝地域公共交通活性化協議会」において、令和４年度に策定予定の十勝全

体を対象とした広域公共交通計画（以下、「広域計画」）の方向性について、方針案(２)に記載のとおり

示された。

経 過

 これらの経過を踏まえ、帯広市地域公共交通網形成計画の期間終了後の方針について、次のとおりと

したい。

（１）施策・取組の進め方について

【考え方】

広域計画（素案）の内容、新型コロナウイルス感染症による公共交通機関への影響、市内・十勝管

内におけるMaaS・新モビリティに関する取組の動向など、市網形成計画の中で想定していない状

況も勘案した上で、令和４年度以降の取組について検討していく必要がある。

【方針（案）】

• 網形成計画の延長とはせず、網形成計画に掲げる基本方針を踏まえつつ、市内・十勝管内に

おける状況に即した適切な取組・施策について、協議会において協議した上で決定・推進する。

• 令和４年度の取組・施策については、今年度末に開催予定の協議会にて協議することとし、以

降、市交通計画策定までの間、同様の取扱いとすることとしたい。

（２）帯広市における地域公共交通計画について

【考え方】

広域計画においては、鉄道・地域間幹線系統など市町村を跨ぐ公共交通のみ位置づけられる方針

が明らかとなった。

このため、広域計画では位置づけられない市内を運行する路線バス及び大正地区あいのりタク

シー・川西地区あいのりバスに関することや、昨年度改正の地域公共交通活性化再生法に掲げる

「地域の輸送資源の総動員」、「持続可能な旅客輸送サービスの確保」に向けた方針・施策を示す、

市としての交通計画を策定する必要がある。

【方針（案）】

• 十勝地域公共交通活性化協議会にて実施の十勝管内交通実態調査の成果や、広域計画素案

の内容を踏まえ、広域計画との整合や相互連携を図りながら、市交通計画を策定する。

計画期間終了後の方針(案)

資料２



地域公共交通計画の策定について

 令和２年度の地域公共交通活性化再生法の改正

 地方公共団体による交通計画策定の努⼒義務化
 これまでの公共交通ネットワークの確保・充実に加え、地域全体を⾒渡した地域旅客運送サービスの
確保、地域特性に応じた多様な交通サービスの組合せなどを検討していく必要

 ＭａａＳ・新モビリティなど新たな技術の活用や、独占禁止法特例法(R2)による共同運行など、あらゆる

角度から公共交通の維持確保を検討していく必要

 「十勝地域公共交通活性化協議会」における広域計画の方向性

 鉄道・地域間幹線系統・広域⽣活交通路線といった市町村を跨がる公共交通のみ位置付ける
 これらの路線の⽀線となる地域内フィーダー系統・市町村内運⾏路線は位置付けしない
 今年度中に広域計画の素案を作成

計画策定の背景

 新たな帯広市の地域公共交通計画策定にあたり、必要となる公共交通の現状や路線バス利用実態調

査、市民ニーズの把握など、計画策定の基礎となるデータを調査する必要

 調査業務の実施にあたっては、専門的知識・技術を有する事業者への委託を想定

 必要となる事業費の一部については、国庫補助金（地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通

調査事業））を活用予定。

 具体的な調査項目・内容については、次回協議会までに交通事業者等と協議の上、事務局案を作成・

提示予定。

※また、交通計画・公共交通に関する専門知識を有し、各種会議に参画し政策提言等を行っている学識

経験者１名に協議会に参加していただき、今後の計画策定や協議会において取り組むべき施策などに

ついて助言をいただくこととしたい。

計画策定に向けた調査業務の実施

資料３

《令和３年度》

 R4.3 Ｒ３第３回協議会

計画策定調査項目・内容等を協議

《令和４年度》

 R4.5 国庫補助金交付申請・交付決定

 R4.6～R5.3 調査等業務の委託先選定

Ｒ４協議会（４回程度予定）

《協議題（案）》
調査等の実施、中間報告、調査結果に基づく交通課題の整理、計画素案作成等

※ 令和５年度は、令和５年度中の計画策定に向けて必要な取組・手続等を実施

想定スケジュール（案）


















